　
公　　告


「令和８年度 三郷町学校給食及び保育園給食管理システム導入業務」について、公募型プロポーザルにより事業者を選定しますので、次のとおり公告します。

　令和8年6月25日

三郷町長　　木谷　慎一郎
	１
	契約名称
	令和８年度 三郷町学校給食及び保育園給食管理システム導入業務

	２
	事業場所
	三郷町立学校給食センター　三郷町大字勢野５０２０番１
三郷町立西部保育園　　　　三郷町立野北１丁目４５番５号

	３
	事業期間
	導入委託契約：契約締結日から令和9年2月28日まで

	４
	業務内容
	別紙「実施要領」及び「委託仕様書」のとおり

	５
	参加資格
	本プロポーザル参加者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。 
[bookmark: _Hlk224720539](1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
(2) 会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
(3) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）に接触する行為を行っていない者であること。
(4) 三郷町暴力団排除条例（平成23年12月三郷町条例第20条）に基づく措置を受けていないこと。
(5) 国税及び地方税の滞納が無いこと。
(6) ISO27001認証またはプライバシーマーク認証を取得していること。
(7) 過去3年間、他自治体において学校給食管理システムの導入実績があること。

	６
	参加申込
	　本プロポーザルに参加する場合は、参加申込書・企画提案書・見積書等必要な書類を令和8年7月21日（火）12時（正午）までに下記まで提出してください。
提 出 先：〒636-0814　三郷町大字勢野5020番1
三郷町立学校給食センター
提出方法：郵送または持参

	７
	その他
	(1) 本業務に係る詳細事項は、全て実施要項及び仕様書に記載しています。
(2) 不明な点については、三郷町立学校給食センターまで問い合わせてください。




